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第１ 学園の概要 

 
１ 研究科・学部・学科等の状況（平成２２年５月１日現在） 

備考１ 仁愛大学は、平成 21 年 4 月人間生活学部（入学定員 120 名）を開設し、学年進行中である。 

２ 仁愛女子短期大学は、平成 21 年 4月生活科学学科食物栄養専攻において 10 名及び幼児教育学科に

おいて50名の定員削減並びに平成22年4月生活科学学科調理科学専攻(入学定員35名)を廃止した。 

 

２ 各学校・学部・学科等の入学定員・学生数の状況（平成２２年５月１日現在） 

（１）本科 

学 校 名 入学定員 入学者数 比較増減 編入学者数 在籍者数 対前年増減 

仁
愛
大
学

大学院 １２ １１ △  １ ― ２０ △  １

人間学部 １９０ ２０８ １８ １３ ８１７ ２６

人間生活学部 １２０ １３５ １５ ― ２５２ １３２

仁愛女子短期大学 ３００ ２７６ △ ２４ ― ５７３ △１２０

仁愛女子高等学校 ４４５ ４１０ △ ３５ ― １，２１７ ２９

仁愛女子短期大学
附属幼稚園 

５０ ５８ ８ ― １９０ △ １８

計 １，１１７ １，０９８ △ １９ １３ ３，０６９ ４８

備考 仁愛女子短期大学附属幼稚園の入学定員は、募集人員。 

 

（２）本科以外 

学 校 名 専攻科生 研 究 生 科目等履修生
科目等履修生

(聴講生) 

科目等履修生 

(聴講生) 
在学者数 

仁 愛 大 学 ― ０ １ ２ １ ４ 

仁愛女子短期大学 ２９ １０ ３ ０ １ ４３ 

    計 ２９ １０ ４ ２ ２ ４７ 

備考 仁愛女子短期大学は、平成 22年 4 月専攻科食物栄養専攻において 10 名の募集停止を行った。 

学 校 名 研究科・学部・学科等 開 設 年 度 入学定員 
編入学 

定 員 
収容定員 

仁愛大学 

人間学研究科 平成１７年度 １２ ― ２４

人間学部 平成１３年度 １９０ ２０ ８００

人間生活学部 平成２１年度 １２０ (１０) ２４０

   計  ３２２ ２０ １，０６４

仁愛女子短期大学 

生活科学学科 昭和４０年度 １７０ ― ３４０

幼児教育学科 昭和４１年度 １００ ― ２００

音楽学科 昭和４７年度 ３０ ― ６０

      計  ３００ ― ６００

専攻科 
食物栄養専攻 平成１８年度 ― ― １０

音楽専攻 平成 ７年度 １０ ― ２０

      計  １０ ― ３０

仁愛女子高等学校 
全日制課程 

普 通 科 昭和２３年度 ４２０ ― １，２６０

音 楽 科 昭和５３年度 ２５ ― ７５

      計  ４４５ ― １，３３５

仁愛女子短期大学附属幼稚園 昭和４１年度 ５０ ― ２３０
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３ 役員・教職員の概要等（平成２２年５月１日現在） 

（１）役員等 

   理 事 長  禿 了修（仁愛女子高等学校長） 

役員等 定   数 現在数 備      考 

理 事 ８人以上１０人以内 １０人 理事長を含む。代表権は理事長のみ 

監 事 ２人 ２人  

評議員 １７人以上２３人以内 ２３人  

 
（２）教職員数 

学 校 名 区 分 学部・学科等 常 勤 
兼任・ 

非常勤 

仁愛大学 

教    員 

人間学研究科 １(１６) ５

人  間学部 心理学科 １８ １５

      ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 １７ ２６

人間生活学部 健康栄養学科 ２３ ５

       子ども教育学科 １２ １７

    計 ７１ ６８

事務職員  ３０ ３

計  １０１ ７１

仁愛女子短期大学 

教    員 

生活科学学科 ２１ ５４

幼児教育学科 １１ ２６

音  楽学科 ５ ４２

    計 ３７ １２２

事務職員 ２２ ２８

計     ５９ １５０

仁愛女子高等学校 

教  員  ６０ ８１

事務職員 ７ ７

計     ６７ ８８

仁愛女子短期大学 

附属幼稚園 

教  員  １２ ６

事務職員  ０ １

計  １２ ７

計 

教  員  １８０ ２７７

事務職員  ５９ ３９

計  ２３９ ３１６

※仁愛大学人間学研究科の（ ）内数字は兼坦教員数。合計に兼担教員数は含まない。 
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４ 土地・建物・借入金 

（１）土地（㎡） 

 Ｈ22.3.31 現在 増 減 Ｈ23.3.31 現在

大 学 106,910 ― ― 106,910

短 期 大 学 44,918 ― ― 44,918

高 等 学 校 51,942 ― ― 51,942

幼 稚 園 3,192 ― ― 3,192

合 計 206,962 0 0 206,962

 

（２）建物（㎡） 

 Ｈ22.3.31 現在 増 減 Ｈ23.3.31 現在

大 学 22,602 ― ― 22,602

短 期 大 学 14,382 ― ― 14,382

高 等 学 校 12,918 9,452 △8,207 14,163

幼 稚 園 1,454 ― ― 1,454

合 計 51,356 9,452 △8,207 52,601

 

（３）借入金（円） 

 Ｈ22.3.31 現在 増 減 Ｈ23.3.31 現在

大 学 0 ― ― 0

短 期 大 学 0 ― ― 0

高 等 学 校 70,399,000 800,000,000 △13,682,000 856,717,000

幼 稚 園 0 ― ― 0

合 計 70,399,000 800,000,000 △13,682,000 856,717,000
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第２ 事業の概要 

 
Ⅰ 学校法人福井仁愛学園法人本部 

［１］学園における課題への対応 

  ① 中長期計画策定の推進 

    本学園及び各学校を取り巻く環境が激変する中、建学の精神である「仁愛兼済」を掲げ、

本学園の安定した経営を実現していくため、的確な情報の収集・集約に努め、財務状況、

学生募集などについて独自の戦略を練るなど、迅速な対応が求められる。 
    したがって、これらの戦略をより有機的に結びつけ、機能させるため、中長期計画を策

定することが急務であり、本学園の１０年後の姿を念頭に、５年程度の中期計画を中核と

して、「いつまでに必要か」「資金はどの程度必要か」などを具体的に記述した戦略的かつ

実用的な内容とし、現状をどのように継続的に改善していくかを示すこととした。 

    このため、学校法人福井仁愛学園中長期計画推進委員会（委員１５名以内 顧問２名）

及びその事務局である中長期計画策定室を設置した。 

    平成２２年度においては、平成２３年度の中長期計画の策定に向けて、全教職員の参加

による本学園及び各学校の現状認識と課題の把握を行うため、全教職員に対するアンケー

ト調査及び理事長による管理職との協議を実施した。 

 

  ② ハラスメントの防止等に関する指針の制定 

    本学園におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因す

る問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、

本学園における教育及び研究に係る環境の維持及び改善に資するため、ハラスメントの防

止等に関し本学園がとるべき基本的な指針を平成２３年３月２９日付で制定した。 

なお、平成１８年２月に制定したセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針は、

廃止した。 
 
  ③ 文部科学省学校運営調査委員による実地調査 

    平成２２年９月３日に、文部科学省学校運営調査委員２名による実地調査が仁愛大学に

おいて実施され、本学園の管理運営の実態及び仁愛大学の施設等の調査が行われた。 

    その結果、指導・助言事項は「特になし」であった。 

 

④ 各学校の課題への対応 

    各学校が直面する課題について、次のとおり対応策を講じ、また引き続き検討すること 
とした。 

 

〔大学〕 

 管理運営体制等 

平成１７年４月に就任された薗田 坦学長は、研究活動に専念されるため、平成２３年

３月３１日をもって退任され、その後任の学長に、糸川 嘉則人間生活学部長が同年４月

１日付で就任されることとなった。 
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また、大学を取り巻く多様な課題に適確に対応するため、副学長を複数制とし、平成２

３年４月１日付で、禿 正宣副学長（管理・運営担当）に加え、新たに村上 陽介副学長

（教育・研究担当）が就任されることとなった。 
 大学院は、臨床心理士の養成をより明確にするため、平成２３年４月１日から、大学院

の専攻名を「心理学専攻」から「臨床心理学専攻」に変更することとした。 
 

〔短期大学〕 

 学科再編 

 仁愛大学人間生活学部の設置に伴い、平成２０年度に、学科の再編と規模の適正化を行 
い、幼児教育学科の入学定員は１５０名から１００名に減じた。しかし、今後の保育士需 
要の一層の増加等を踏まえ、平成２３年度から同学科の入学定員を１２０名に増加させる 
こととし、近畿厚生局長から、指定保育士養成施設の定員変更の承認を受けた。 
音楽学科については、入学者の確保が困難なことなどから、平成２３年度以降、学生の 

募集停止を行い、同学科のこれまでの教育研究活動の成果を活かすため、幼児教育学科の 
教育課程の改正を行うこととした。 
 

〔高等学校〕 

 校舎等整備事業の取組み 

    仁愛女子高等学校は、校舎の大部分が築後４０年以上を経過し、特に耐震化が緊急の課

題となっていたため、長年の念願であった校舎の全面改築に取り組むこととし、現在地に、

本館（総面積約９，５００㎡）及び体育館兼講堂（総面積約３，２００㎡）を新築するこ

ととした。 
第１期工事として、平成２３年２月２８日に本館の引渡しを受け、同年３月４日に、 

定礎式及びオープニング式を実施した。 
    第２期工事は、平成２５年３月の完成に向けて、体育館兼講堂の建設、西校舎の改修、 

北校舎の耐震補強工事等を行っていく。 
 
〔附属幼稚園〕 

    研究テーマである「人とのかかわりを通してしなやかな心とすこやかな体を育む」ため

には、どのような環境構成や指導、援助の在り方が必要かを研究の視点として実践研究に

取り組んだ。この研究成果は、本年度１０月２９日（土）に開催される第１３回公開保育

研究会にて発表する予定である。 
  
［２］ 基本財産の取得及び処分 

   平成２２年度における基本財産の処分及び取得は、次のとおりであった。 
処分 
高等学校 和敬館（木造瓦葺２階建）             １４４．６４㎡ 

      東校舎（鉄筋コンクリート造陸屋根３階建）   １，０８４．９１㎡ 
      本館（鉄筋コンクリート造陸屋根４階建）    ４，９４４．５２㎡ 
      新西校舎２～４階渡り廊下の一部 
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（鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付５階建）     ３２．１１㎡ 
      南校舎（鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根５階建）１，９４７．６７㎡ 
      北校舎３階渡り廊下 
     （鉄筋コンクリート・鉄骨造カラー鉄板葺）       ５３．０６㎡ 

    取得 
     高等学校 

本館（鉄筋コンクリート造陸屋根７階建）    ９，４５１．８８㎡ 

 

［３］ 教職員の勤務条件の改定 

   教職員の給与については、地方公務員等の例に準じて、１２月１日から次のとおり改定を 

行った。 

① 給料表について、中高年層について、平均０．１%の引下げを行い、暫定給料表適用者に

ついても、若年層を除き、０．４４%の引下げを行った。 

② 当分の間、５５歳を超える管理職手当を受ける職員に支給される本俸の額は、当該職員

に適用される本俸から当該本俸に０．９％を乗じて得た額を減じた額とした。 

③ 期末勤勉手当について、平成２３年度以降、現行の年間支給月数「４．１５」を「３．

９５」に引き下げることとし、平成２２年度については、６月期に支給済みの「１．９５」

を控除して、１２月期の支給月数を「２．２」から「２．０」に引き下げた。 

④ 仁愛女子高等学校教員に係る教員特別手当の支給割合について、「２．２％」から「１．

５％」に引き下げた。 

⑤ 平成２３年４月１日において４３歳に満たない職員のうち、平成２２年１月１日に３号

給昇給した職員について、平成２３年４月１日における号給を１号給上位の号給とするこ

ととした。 

   

［４］ 規程の整備 

  ① 育児休暇細則及び介護休暇に関する細則の全部改正（平成２２年６月３０日施行） 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に基

づき、育児休暇の申出等及び介護休暇の申出等の取扱いに関し必要な事項を定めた。 

  ② 経理規程の一部改正（平成２２年９月１日施行） 
     本学園における経理事務の基準の明確化等により、合理的かつ効率的な経理事務の処 

理を図るため、有価証券の評価、リース資産の減価償却等に関し必要な事項を定めた。 

  ③ 決裁規程の制定（平成２２年１０月１日施行） 

     理事長又は各部門の長の権限に属する事務の合理的かつ能率的な事務の処理を図るた 

め、専決、代決等に関し必要な事項を定めた。 

④ 給与・退職手当等に関する規程の一部改正（平成２２年１２月１日・平成２３年４月１ 
日施行） 

     給与の改定等に関し必要な事項を定めた。 
  ⑤ 就業規則の一部改正（平成２３年１月１日・平成２３年４月１日施行） 

     懲戒処分の停職等及び産前６週間を超えて特別休暇中の職員の給与等に関し必要 

な事項を定めた。 
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［５］２２年度理事会開催状況 

 

 開 催 日 審  議  事  項 審議結果

１ 平成 22 年 

5 月 25 日（火） 

・評議員（寄附行為第１９条第１項第７号）の選任について 

・平成２１年度事業報告書案について 

・平成２１年度決算案について 

・仁愛女子高等学校校舎等整備に係る借入金について 

・平成２２年度補正予算案について 

・仁愛大学大学院学則の一部改正について 

・仁愛女子短期大学学則の一部改正について 

・育児休暇に関する細則及び介護休暇に関する細則の全部改

正について 

原案承認

々 

々 

々 

々 

々 

々 

々 

２ 8 月 13 日（金） ・教員の採用について 

・仁愛大学学則の一部改正について 

・仁愛女子短期大学学則の一部改正について 

・平成２３年度学納金について 

・学校法人福井仁愛学園中長期計画の策定について 

・学校法人福井仁愛学園決裁規程の制定について 

・学校法人福井仁愛学園経理規程の一部改訂について 

原案承認

々 

々 

々 

々 

々 

々 

３ 11 月 19 日（金） ・仁愛大学学長の辞任の承認について 

・仁愛大学学長候補者選考委員会委員の互選について 

・教職員の再任用について 

・食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設に係る登録

の申請について 

・就業規則の一部改正について 

・給与・退職手当等に関する規程等の一部改正について 

・基本財産（仁愛女子高等学校校舎等）の処分について 

・日本私立学校振興・共済事業団からの借入れに伴う抵当権

の設定及び連帯保証人について 

原案承認

々 

々 

々 

 

々 

々 

々 

々 

 

４ 平成 23 年 

1 月 5 日（水） 

・仁愛大学学長候補者の決定について 

・仁愛大学学長の任用について 

・仁愛大学学則の一部改正について 

・仁愛大学大学院学則の一部改正について 

・仁愛女子短期大学学則の一部改正について 

・仁愛女子高等学校校則の一部改正について 

原案承認

々 

々 

々 

々 

々 

５ 3 月 29 日（火） 

 

・仁愛大学副学長の選任について 

・仁愛大学学部長(人間学部及び人間生活学部)の選任につい

て 

・理事（寄附行為第１２条第１項第５号）の選任について 

原案承認

々 

 

々 
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・評議員(寄附行為第１９条第１項第４号及び第６号)の選任

について 

・教職員の採用及び昇任について 

・組織規程の一部改正について 

・就業規則及び給与・退職手当等に関する規程の一部改正に

ついて 

・学校法人福井仁愛学園におけるハラスメントの防止等に 

関する指針の制定について 

・平成２３年度資産運用計画案について 

・平成２３年度事業計画案について 

・平成２３年度当初予算案について 

・平成２２年度補正予算案について 

々 

 

々 

々 

々 

 

々 

 

々 

々 

々 

々 

 
［６］平成２２年度評議員会開催状況 

 開 催 日 審  議  事  項 審議結果

１ 平成 22 年 

5 月 25 日（火） 

・平成 21 年度事業報告書について 

・平成 21 年度決算について 

・仁愛女子高等学校校舎等整備に係る借入金について 

・平成 22 年度補正予算案について 

原案承認

々 

々 

々 

２ 11 月 19 日（金） ・仁愛大学学長候補者選考委員会委員の互選について 

・基本財産（仁愛女子高等学校校舎等）の処分について 

・日本私立学校振興・共済事業団からの借入れに伴う抵当権

の設定及び連帯保証人について 

原案承認

々 

々 

３ 平成 23 年 

3 月 29 日（火） 

 

・評議員（寄附行為第１９条第１項第９号）の選任について 

・第２号議案 理事（寄附行為第１２条第１項第４号）の選

任について 

・平成２３年度事業計画案について 

・平成２３年度当初予算案について 

・平成２２年度補正予算案について 

原案承認

々 

 

々 

々 

々 

 
 
［７］監事による監査の状況 

  ① 随時監査 
監事２名は、すべての理事会及び評議員会に出席するとともに、随時、議事録その他の

必要書類を閲覧することにより、学校法人の財産の状況及び理事の業務執行状況を把握し

た。 
   
  ② 定期監査 
    平成２３年５月２１日（土）に、公認会計士（２名）と合同で平成２２年度における財
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産目録及び計算書類を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査した。 
 監査結果は、「学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書

類は会計帳簿の記載と合致し、学校法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校

法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実の

ないことを認めました。」との監査報告があった。 
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第３ 財務の状況 

 学校法人の財務状況は、施設・設備の取得や借入金等をも含めた教育研究活動に対応する資金の収

支状況を明らかにする資金収支計算書、企業の損益計算に対応する消費収支計算書、資産の状態を表

す貸借対照表によって示される。このうち、消費収支計算書、貸借対照表及びこれをもとに算出され

る財務比率を用いて、過去 3年間の経年変化も踏まえながら、本学園の平成 22 年度財務状況を概観

する。 

この数年来、本学園においては、多額の資金を要する事業（平成 16 年度 大学院設置、平成 17 年

度 高校の校地拡張・短大 40 周年記念建築、平成 18 年度 幼稚園収容定員増による増築 平成 19

年度 短大耐震補強 平成 20 年度 大学学部増設・高校校舎整備準備 平成 21～22 年度 高校校舎

整備事業第Ⅰ期 など）が展開されているため、財務状況は非定常的な状態が続いているといえる。 

さらに、平成 23 年度から平成 24 年度にかけては、高校校舎整備事業Ⅱ期として新体育館の建設も

予定されており、長期的に安定的な財務運営がされるよう学園全体として取り組んでいくことが重要

である。 

〔消費収支計算書〕 

消費収支計算書は、授業料や寄付金など負債とならない収入（「帰属収入」という。）から必要な

資産を継続的に組み入れることとなっている基本金組入れ額を控除した収入（「消費収入」という。）

に対し、人件費をはじめとする教育活動に伴う諸経費に、施設・設備関係の減価償却並びに資産の除

却額などを加えた支出（「消費支出」という。）について、その内容及び均衡の状態を明らかにする

ものである。 

平成 22 年度における帰属収入は、3,661,229 千円であり、この中には高校校舎改築等に係る地方公

共団体からの教育施設整備事業補助金が含まれている。基本金への組入れには、高校校舎整備事業の

一部に係る固定資産取得費用や、将来の固定資産取得のために計画的に積み立てられる資産が含まれ

るが、高校校舎整備に係る財源に長期借入金を計上した結果、108,379 千円の組み入れ額となった。

基本金組入れ後の消費収入額としては 3,552,850 千円となった。 

一方、消費支出は、人件費や教育研究経費の継続的経費のほか、上述の事業展開における施設設備

の減価償却費が増加していること、特定資産の評価損や高校校舎整備事業に伴う既存建物の取壊しに

よって資産処分差額も発生したため、消費支出額は消費収入額を上回る 3,659,076 千円で、106,226

千円の支出超過の決算となった。（表 1参照） 

表１ 消費収支計算書による状況                     （単位：千円） 

平成20年度 平成21年度 平成22年度
決　算　額 構成比 決　算　額 構成比 決　算　額 構成比
2,230,394  59.3 2,210,488  63.0 2,263,185   61.8 

115,564    3.1 111,603    3.2 92,557      2.5 
1,149,920  30.6 939,517    26.8 1,108,401   30.3 

263,773    7.0 247,106    7.0 197,086     5.4 
3,759,651  100.0 3,508,714  100.0 3,661,229   100.0 

△1,369,192 36.4 △312,973  8.9 △108,379   3.0 
2,390,459  63.6 3,195,741  91.1 3,552,850   97.0 
1,911,919  50.8 2,119,552  60.4 2,111,999   57.7 

939,258    25.0 978,120    27.9 990,778     27.0 
464,804    12.4 432,854    12.3 421,430     11.5 
277,886    7.4 137,398    3.9 134,869     3.7 

3,593,867  95.6  3,667,924  104.5 3,659,076   99.9  
△1,203,408 △32.0 △472,183  △13.4 △106,226   △2.9 

消 費 支 出 ②
消費収支差額(①－②)

　人　件　費
　教育研究経費
　管理経費
　その他支出

　その他収入
帰 属 収 入　
基本金組入額 
消 費 収 入 ①

区 分

　寄　付　金
　補　助　金

　学生生徒等納付金
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〔貸借対照表〕 

貸借対照表は、教育研究活動を達成するために必要な資産と負債について、年度末時点での状況を

表したもので、教育研究に必要な資産が適正に維持、管理されているかどうかを示すものである。 

「資産の部」には、学園が保有する土地、建物、現金預金等が、また「負債の部」には、借入金や

退職給与引当金など、いずれ支出となって出て行くものが計上されている。「基本金の部」は、学園

が教育研究に必要な資産を永続的に維持できるよう、帰属収入から組み入れられたものの総額で、こ

の基本金と消費収支差額の合計額のことを「正味財産」と呼ぶ。 

平成 22 年度末においては、資産の部では、有形固定資産となる新たに整備された高校校舎にかか

る費用を含め、将来の施設設備取得等のために用意される特定資産が増加したため、資産総額は増額

した。一方、負債の部においても、新たに高校校舎整備事業に長期借入金 800,000 千円を借り入れた

ため増額した。基本金の部は、通常の固定資産の取得や固定資産の取得に備えた特定資産の計画的組

入れがなされたが、高校校舎整備について、既に組入れされていた第２号基本金を第 1号に振替えた

結果、基本金総額としては減額となった。収支差額の部は、資産・負債においてほぼ同額の増額があ

り、基本金が減額となったことに伴い、支出超過額はやや減額となった。正味財産については、3か

年の間ほぼ横ばいで推移している。正味財産がここ数年安定的に保有されていることから、財政構造

の安全性は確保されていると考えられる。（表２参照） 

表２ 貸借対照表による状況                       （単位：千円） 

平成20年度 平成21年度 平成22年度
決　算　額 構成比 決　算　額 構成比 決　算　額 構成比
14,660,059   91.3 14,795,136   93.2 15,409,838   92.5 
1,401,512    8.7 1,072,403    6.8 1,252,654    7.5 

16,061,571   100.0 15,867,539   100.0 16,662,492   100.0 

786,076      4.9 744,831      4.7 1,554,695    9.3 

643,792      4.0 650,216      4.1 633,152      3.8 
1,429,868    8.9   1,395,047    8.8   2,187,847    13.1  

14,890,407   92.7 15,203,381   95.8 15,114,711   90.7 

△258,704    △1.6 △730,889    △4.6 △640,066    △3.8 

14,631,703   91.1 14,472,492   91.2 14,474,645   86.9 

区 分

　固　定　資　産
　流　動　資　産

資　産　の　部

正　味　財　産

　固　定　負　債

　流　動　負　債
負　債　の　部
基　本　金　の　部

収　支　差　額　の　部

 

 

〔財務比率〕 

上記の消費収支計算書及び貸借対照表をもとに、財務指標の観点から本学園の財務状況を評価する

ために、財務比率を算出した。これと「今日の私学財政」（日本私立学校振興・共済事業団）を参考

に、収支の均衡及び維持（消費収支計算書による）、資産の充実及び自己資産の蓄積（貸借対照表に

よる）について全国平均と比較してみる。 

平成 21、22 年度とも、人件費比率が全国平均と比べて高くなっている。これは、平成 21 年度に開

設した仁愛大学人間生活学部がまだ完成年度を迎えていないことが主たる原因ではあるが、平成 23

年度から募集を停止した仁愛女子短期大学音楽学科の影響も含め、人間生活学部の完成年度となる平

成 24 年度に向けて、注視していく必要がある。数年間にわたり大規模な建設事業等が続いているた

め、平成 20 年度から消費収支差が支出超過に転じたが、今後も高校校舎等建設事業が続くため、累

積支出超過が継続することが予想され、財政基盤の一層の強化により累積支出超過額の解消を図るよ

う、収入増加策や経費節減策について、積極的な取り組みが求められている。（表 3参照） 
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表３ 財務比率の状況                           （単位：％） 

平成21年度 平成22年度
比　率 前年比 比　率 前年比 比　率 前年比

学生生徒等納付金
帰 属 収 入
人 件 費
帰 属 収 入
教 育 研 究 経 費
帰 属 収 入
消 費 支 出
帰 属 収 入
消 費 収 支 差 額
総 資 金
固 定 資 産
自己資金+固定負債
総 負 債
自 己 資 金

72.7 

52.6 

30.9 

99.8 

平成20年度

9.6 △0.2   15.1 5.5     

△8.1     

92.0 

15.2 

△4.6   △3.0   △3.8   △0.8   

97.2 2.1     96.1 △1.1   

貸
借
対
照
表

消費収支差額
構 成 比 率

△1.6   △7.5   

固 定 長 期
適 合 率

95.1 △1.5   

負 債 率 9.8 △0.5   

△0.9   

消費支出比率 95.5 △2.0   105.2 8.7     99.9 △5.3   

24.9 0.0     27.0    

57.6    

3.0     

60.4 9.5     

27.9 

△4.1   50.9 

59.3 △4.9   61.8    63.0 3.7     

※平成22年度版｢今日の私学財政」(医歯系法人を除く）より

△2.8   

全国大学法人
平均比率※区 分 計 算 式

消
費
収
支
計
算
書

学 納 金 比 率

教 育 研 究
経 費 比 率

△1.2   

人 件 費 比 率
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